
平
成
二
十
五
年
十
二
月
四
日
提
出

質

問

第

一

二

七

号

製
薬
企
業
か
ら
の
資
金
提
供
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

長

妻

昭
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製
薬
企
業
か
ら
の
資
金
提
供
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

二
〇
一
二
年
度
の
製
薬
企
業
（
日
本
製
薬
工
業
協
会
会
員
の
製
薬
企
業
）
が
、
医
師
や
医
療
機
関
等
に
提
供
し
た
資
金
の

総
額
は
、
約
四
七
〇
〇
億
円
と
報
告
さ
れ
た
。
こ
れ
は
事
実
か
。

二

こ
の
資
金
の
う
ち
、
国
立
大
学
、
国
立
病
院
、
労
災
病
院
、
及
び
、
前
三
機
関
を
除
く
独
立
行
政
法
人
が
受
け
取
っ
た
金

額
（
所
属
し
て
い
る
医
師
・
研
究
員
の
受
領
も
含
む
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
い
く
ら
か
、
お
示
し
願
い
た
い
。

三

「
二
」
の
問
い
に
、
回
答
で
き
な
い
場
合
、
回
答
で
き
る
よ
う
に
調
査
を
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
お
願
い
す
る
が
、
い
か

が
か
。

四

製
薬
企
業
か
ら
、
国
立
大
学
、
国
立
病
院
、
労
災
病
院
、
及
び
、
前
三
機
関
を
除
く
独
立
行
政
法
人
が
資
金
を
受
け
取
っ

た
場
合
（
所
属
し
て
い
る
医
師
・
研
究
員
の
受
領
も
含
む
）
、
公
開
す
る
義
務
は
あ
る
の
か
。
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ぞ

れ
、
ど
の
よ
う
な
内
容
か
、
組
織
別
に
お
示
し
願
い
た
い
。

ま
た
、
公
開
義
務
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
公
開
対
象
者
の
全
体
に
占
め
る
人
数
比
率
も
お
示
し
願
い
た
い
。

五

製
薬
企
業
か
ら
、
国
立
大
学
、
国
立
病
院
、
労
災
病
院
、
及
び
、
前
三
機
関
を
除
く
独
立
行
政
法
人
に
所
属
す
る
医
師
・

研
究
員
が
、
接
待
費
や
、
講
演
・
原
稿
料
を
は
じ
め
、
個
人
に
支
払
わ
れ
る
資
金
と
し
て
受
領
し
た
金
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
い

一



く
ら
か
。
お
示
し
願
い
た
い
。

六

米
国
に
は
、
二
〇
一
〇
年
に
成
立
し
た
、
い
わ
ゆ
る
オ
バ
マ
ケ
ア
法
に
、
製
薬
企
業
か
ら
の
資
金
の
流
れ
を
透
明
に
す
る

た
め
の
サ
ン
シ
ャ
イ
ン
条
項
が
あ
る
。
こ
の
規
定
を
ご
存
じ
で
あ
れ
ば
、
内
容
を
お
示
し
願
い
た
い
。

七

巨
額
の
資
金
が
製
薬
企
業
か
ら
、
医
師
や
医
療
機
関
等
に
提
供
さ
れ
る
現
状
に
関
し
て
、
透
明
性
は
、
十
分
確
保
さ
れ
て

い
る
と
お
考
え
か
。

八

手
始
め
に
、
せ
め
て
、
公
的
病
院
で
あ
る
、
国
立
大
学
、
国
立
病
院
、
労
災
病
院
、
及
び
、
前
三
機
関
を
除
く
独
立
行
政

法
人
が
、
製
薬
企
業
か
ら
資
金
を
受
け
取
っ
た
場
合
（
所
属
し
て
い
る
医
師
・
研
究
員
の
受
領
も
含
む
）
、
当
該
機
関
に
、

公
開
を
義
務
付
け
る
こ
と
が
必
要
と
考
え
る
が
、
い
か
が
か
。

九

現
状
の
よ
う
に
製
薬
企
業
が
個
別
に
、
大
学
病
院
等
に
資
金
を
流
す
方
法
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
、
改
善
の
余
地
が
あ
る
と

お
考
え
か
否
か
、
見
解
を
お
示
し
願
い
た
い
。

以
上
、
内
閣
の
見
解
を
問
う
。

質
問
番
号
ご
と
に
、
具
体
的
に
ご
回
答
を
い
た
だ
き
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


